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ビス利用型指定共同生活援助事業所（単独型事業所を除く

。）において行う場合にあっては１から12までにより算定

した単位数の1000分の16に相当する単位数

第８ 重度障害者等包括支援 第８ 重度障害者等包括支援

１ 重度障害者等包括支援サービス費 １ 重度障害者等包括支援サービス費

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護 イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護

、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行 、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行

支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援 支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援

又は自立生活援助を提供した場合 又は自立生活援助を提供した場合

⑴ 所要時間１時間未満の場合 203単位 ⑴ 所要時間１時間未満の場合 202単位

⑵ 所要時間１時間以上12時間未満の場合 303単位に所要 ⑵ 所要時間１時間以上12時間未満の場合 302単位に所要

時間１時間から計算して所要時間30分を増すごとに100単 時間１時間から計算して所要時間30分を増すごとに100単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

⑶ 所要時間12時間以上24時間未満の場合 2,501単位に所 ⑶ 所要時間12時間以上24時間未満の場合 2,500単位に所

要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに98単 要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに98単

位を加算した単位数 位を加算した単位数

ロ 短期入所を提供した場合（１日につき） 953単位 ロ 短期入所を提供した場合（１日につき） 949単位

ハ 共同生活援助（指定障害福祉サービス基準第213条の２に ハ 共同生活援助（指定障害福祉サービス基準第213条の２に

規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。）を 規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。）を

提供した場合（１日につき） 1,003単位 提供した場合（１日につき） 1,000単位

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも （新設）

のとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括

支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請

に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス

提供責任者が重度障害者等包括支援計画（指定障害福祉

サービス基準第134条第１項に規定する重度障害者等包

括支援計画をいう。以下同じ。）の変更を行い、当該指

定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援

従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画におい

て計画的に訪問することとなっていない指定重度障害者

ogi
取り消し線
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等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者１人

に対し、１月につき２回を限度として、１回につき所定

単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等

包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同

行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

３の２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい （新設）

るものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等

包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害

の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援

が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はそ

の家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用

者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行っ

た場合に、１日につき所定単位数に50単位を加算する。

ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自

立生活援助の中で行った場合に限る。

４～６ （略） ３～５ （略）

７ ロが算定されている指定重度障害者等包括支援事業所 （新設）

が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用

者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に

、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日に

ついて、更に所定単位数に100単位を加算する。ただし

、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所

の中で行った場合に限る。

８ 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する （新設）

指定障害福祉サービス基準第35条の２第２項若しくは第

３項又は指定障害者支援施設基準第48条第２項若しくは

第３項に規定する基準を満たしていない場合は、１日に

つき５単位を所定単位数から減算する。ただし、令和５

年３月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合

であっても、減算しない。
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９ （略） ６ （略）

２ （略） ２ （略）

２の２ 初回加算 200単位 ２の２ 初回加算 200単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障 注 指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障

害者等包括支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始 害者等包括支援計画（指定障害福祉サービス基準第134条第

した日の属する月につき、所定単位数を加算する。 １項に規定する重度障害者等包括支援計画をいう。以下同じ

。）を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する

月につき、所定単位数を加算する。

２の３ 医療連携体制加算 ２の３ 医療連携体制加算

イ 短期入所を提供する場合 イ 短期入所を提供する場合

⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 ⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 600単位

⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 ⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 300単位

⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 （新設）

⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ) （新設）

㈠ 看護を受けた利用者が１人 960単位

㈡ 看護を受けた利用者が２人 600単位

㈢ 看護を受けた利用者が３人以上８人以下 480単位

⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ) （新設）

㈠ 看護を受けた利用者が１人 1,600単位

㈡ 看護を受けた利用者が２人 960単位

㈢ 看護を受けた利用者が３人以上８人以下 800単位

⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ) （新設）

㈠ 看護を受けた利用者が１人 2,000単位

㈡ 看護を受けた利用者が２人 1,500単位

㈢ 看護を受けた利用者が３人 1,000単位

⑺ 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位 ⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位

⑻ 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位 ⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位

（削る） ⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ) 1,000単位

（削る） ⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

ロ 共同生活援助を提供する場合 ロ 共同生活援助を提供する場合

⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 ⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位
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⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 ⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位

⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 （新設）

⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ) （新設）

㈠ 看護を受けた利用者が１人 800単位

㈡ 看護を受けた利用者が２人 500単位

㈢ 看護を受けた利用者が３人以上８人以下 400単位

⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位 ⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位

⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位 ⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ イの⑴については、医療機関等との連携により、看護 ３ イの⑴については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当 職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が利用者に対して１時間未満の看護を行った 該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、１日

場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１回の訪問に につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等

つき８人の利用者を限度として、１日につき所定単位数 又は第10の１の２の注１に規定する指定自立訓練（機能

を加算する。ただし、指定生活介護等又は第10の１の２ 訓練）等を行う指定障害者支援施設等において指定重度

の注１に規定する指定自立訓練（機能訓練）等を行う指 障害者等包括支援を行う場合の利用者（注４、注７及び

定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援 注８において「指定生活介護等利用者」という。）につ

を行う場合の利用者（注４から注８までにおいて「指定 いては、算定しない。

生活介護等利用者」という。）については、算定しない

。

４ イの⑵については、医療機関等との連携により、看護 ４ イの⑵については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当 職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が利用者に対して１時間以上２時間未満の看 該看護職員が２以上の利用者に対して看護を行った場合

護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１ に、１回の訪問につき８名を限度として、１日につき所

回の訪問につき８人の利用者を限度として、１日につき 定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者に

所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者 ついては、算定しない。

については、算定しない。

５ イの⑶については、医療機関等との連携により、看護 （新設）

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が利用者に対して２時間以上の看護を行った

場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１回の訪問に
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つき８人の利用者を限度として、１日につき所定単位数

を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については

、算定しない。

６ イの⑷については、医療機関等との連携により、看護 （新設）

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して４時

間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者

に対し、１回の訪問につき８人の利用者を限度として、

当該看護を受けた利用者の数に応じ、１日につき所定単

位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイ

の⑴から⑶までのいずれかを算定している利用者につい

ては、算定しない。

７ イの⑸については、医療機関等との連携により、看護 （新設）

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して４時

間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者

に対し、１回の訪問につき８人の利用者を限度として、

当該看護を受けた利用者の数に応じ、１日につき所定単

位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイ

の⑶を算定している利用者については、算定しない。

８ イの⑹については、医療機関等との連携により、看護 （新設）

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して８時

間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者

に対し、１回の訪問につき３人の利用者を限度として、

当該看護を受けた利用者の数に応じ、１日につき所定単

位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイ

の⑶若しくは⑸を算定している利用者については、算定

しない。

９ イの⑺については、医療機関等との連携により、看護 ５ イの⑶については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当 職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当
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該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係 該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係
かくたん かくたん

る指導を行った場合に、当該看護職員１人に対し、１日 る指導を行った場合に、当該看護職員１人に対し、１日

につき所定単位数を加算する。 につき所定単位数を加算する。

10 イの⑻については、喀痰吸引等が必要な者に対して、 ６ イの⑷については、喀痰吸引等が必要な者に対して、
かくたん かくたん

認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に 認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に
かくたん かくたん

、１日につき所定単位数を加算する。ただし、イの⑴か 、１日につき所定単位数を加算する。

ら⑹までのいずれかを算定している利用者については、

算定しない。

（削る） ７ イの⑸については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が利用者に対して、１日あたりの訪問時間が

４時間を超えて看護を行った場合に、１日につき所定単

位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者につい

ては、算定しない。

（削る） ８ イの⑹については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が２以上の利用者に対して、１日あたりの訪

問時間が４時間を超えて看護を行った場合に、１回の訪

問につき８名を限度として、１日につき所定単位数を加

算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算

定しない。

（削る） ９ イの⑸及び⑹については、イの⑴又は⑵を算定してい

る場合は、算定しない。

11 ロの⑴については、医療機関等との連携により、看護 10 ロの⑴については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当 職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が利用者に対して１時間未満の看護を行った 該看護職員が利用者（精神科訪問看護・指導料等の算定

場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１回の訪問に 対象となる利用者を除く。以下この注10及び注11におい

つき８人の利用者を限度として、１日につき所定単位数 て同じ。）に対して看護を行った場合に、１日につき所

を加算する。 定単位数を加算する。

12 ロの⑵については、医療機関等との連携により、看護 11 ロの⑵については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当 職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当
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該看護職員が利用者に対して１時間以上２時間未満の看 該看護職員が２以上の利用者に対して看護を行った場合

護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１ に、１回の訪問につき８名を限度とし、１日につき所定

回の訪問につき８人の利用者を限度として、１日につき 単位数を加算する。

所定単位数を加算する。

13 ロの⑶については、医療機関等との連携により、看護 （新設）

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が利用者に対して２時間以上の看護を行った

場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１回の訪問に

つき８人の利用者を限度として、１日につき所定単位数

を加算する。

14 ロの⑷については、医療機関等との連携により、看護 （新設）

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護

を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１回

の訪問につき８人の利用者を限度として、当該看護を受

けた利用者の数に応じ、１日につき所定単位数を加算す

る。ただし、ロの⑴から⑶までのいずれかを算定してい

る利用者については、算定しない。

15 ロの⑸については、医療機関等との連携により、看護 12 ロの⑶については、医療機関等との連携により、看護

職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当 職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当

該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係 該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係
かくたん かくたん

る指導を行った場合に、当該看護職員１人に対し、１日 る指導を行った場合に、当該看護職員１人に対し、１日

につき所定単位数を加算する。 につき所定単位数を加算する。

16 ロの⑹については、喀痰吸引等が必要な者に対して、 13 ロの⑷については、喀痰吸引等が必要な者に対して、
かくたん かくたん

認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に 認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に
かくたん かくたん

、１日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの⑴か 、１日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴又は⑵

ら⑷までのいずれかを算定している利用者については、 を算定している場合は、算定しない。

算定しない。

２の４～２の７ （略） ２の４～２の７ （略）

３ 福祉・介護職員処遇改善加算 ３ 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護
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職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事 職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所（国、のぞみの に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所（国、のぞみの

園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。４にお 園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。４及び

いて同じ。）が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援 ５において同じ。）が、利用者に対し、指定重度障害者等包

を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年 括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平

３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す 成33年３月31日までの間（ニ及びホについては、別に厚生労

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合 働大臣が定める日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位

にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から２の７までによ イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から２の７までによ

り算定した単位数の1000分の89に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の25に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から２の７までによ ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から２の７までによ

り算定した単位数の1000分の65に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の18に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から２の７までによ ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から２の７までによ

り算定した単位数の1000分の36に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

（削る） ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ハにより算定した単位

数の100分の90に相当する単位数

（削る） ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ハにより算定した単位

数の100分の80に相当する単位数

（削る） ４ 福祉・介護職員処遇改善特別加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善を実施しているものと

して都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業

所が、利用者に対し、指定重度障害者包括支援を行った場合

に、１から２の７までにより算定した単位数の1000分の３に

相当する単位数を加算する。ただし、３の福祉・介護職員処

遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。

４ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 ５ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの 職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの
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として都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事 として都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事

業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った 業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った

場合に、１から２の７までにより算定した単位数の1000分の 場合に、１から２の７までにより算定した単位数の1000分の

61に相当する単位数を所定単位数に加算する。 15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第９ 施設入所支援 第９ 施設入所支援

１ 施設入所支援サービス費（１日につき） １ 施設入所支援サービス費（１日につき）

イ 利用定員が40人以下 イ 利用定員が40人以下

⑴ 区分６ 459単位 ⑴ 区分６ 458単位

⑵ 区分５ 387単位 ⑵ 区分５ 386単位

⑶ 区分４ 312単位 ⑶ 区分４ 311単位

⑷ 区分３ 236単位 ⑷ 区分３ 235単位

⑸ 区分２以下 171単位 ⑸ 区分２以下 170単位

ロ 利用定員が41人以上60人以下 ロ 利用定員が41人以上60人以下

⑴ 区分６ 360単位 ⑴ 区分６ 359単位

⑵ 区分５ 301単位 ⑵ 区分５ 300単位

⑶ 区分４ 239単位 ⑶ 区分４ 238単位

⑷ 区分３ 188単位 ⑷ 区分３ 187単位

⑸ 区分２以下 149単位 ⑸ 区分２以下 148単位

ハ 利用定員が61人以上80人以下 ハ 利用定員が61人以上80人以下

⑴ 区分６ 299単位 ⑴ 区分６ 298単位

⑵ 区分５ 251単位 ⑵ 区分５ 250単位

⑶ 区分４ 201単位 ⑶ 区分４ 200単位

⑷ 区分３ 165単位 ⑷ 区分３ 164単位

⑸ 区分２以下 135単位 ⑸ 区分２以下 134単位

ニ 利用定員が81人以上 ニ 利用定員が81人以上

⑴ 区分６ 273単位 ⑴ 区分６ 272単位

⑵ 区分５ 226単位 ⑵ 区分５ 225単位

⑶ 区分４ 181単位 ⑶ 区分４ 180単位

⑷ 区分３ 149単位 ⑷ 区分３ 148単位

⑸ 区分２以下 128単位 ⑸ 区分２以下 127単位

ホ （略） ホ （略）

ogi
取り消し線


